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公益社団法人四街道市シルバー人材センター 

地域班運営委託費等の支払いに関する基準 

 

第１ 基準日について 

 

 （１） 地区長・副地区長・班長は、毎年３月１日を基準日とする。 

ただし、当該事業年度中に交代があった場合は、月割りで計算するものとし、毎月末日を 

基準とする。また、３月１日以降に交代があった場合は、考慮しないものとする。 

 

 （２） 所属会員数・受持つ班数・受持つ班員数は、毎年１２月３１日を基準日とする。 

 

第２ 支払日について 

 

（１） 支払日は、毎年３月１５日とする。ただし、支払日が土曜日・日曜日及び祝日にあたるとき 

は、土曜日・日曜日及び祝日を除いたその翌日とする。 

 

第３ 支払方法について 

 

 （１） 銀行振込みを原則とする。ただし、これにより難い事由がある場合には、現金で直接支払う 

ことができるものとする。 

 


